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放課後等デイサービスなど
児童の支援は、令和６年度

からどう変わったか

（一社）全国手をつなぐ育成会連合会 常務理事兼事務局長
（公社）日本発達障害連盟 常務理事（発達障害白書編集長）

内閣府障害者差別解消法関係・各種検討会委員
厚生労働省障害児通所支援の在り方に関する検討会委員
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まず確認！
子どもの権利条約と
障害者権利条約
国内の法令
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第３条
児童に関するすべての措置をとるに当たって
は・・児童の最善の利益が主として考慮される
ものとする。

第４条
締約国は、この条約において認められる権利の
実現のため、すべての適当な立法措置、行政措
置その他の措置を講ずる。

国連・子どもの権利条約
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第７条
児童は・・できる限りその父母を知りかつその
父母によって養育される権利を有する。

第１８条
締約国は、児童の養育及び発達について父母が
共同の責任を有するという原則についての認識
を確保するために最善の努力を払う。父母又は
場合により法定保護者は、児童の養育及び発達
についての第一義的な責任を有する。

国連・子どもの権利条約
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第１２条
１ 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童
がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由
に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合に
おいて、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に
従って相応に考慮されるものとする。（以下略）
第１３条
１ 児童は、表現の自由についての権利を有する。こ
の権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態
又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわり
なく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び
伝える自由を含む。（以下略）

国連・子どもの権利条約
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第２３条
１ 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保
し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分
かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。

２ 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有すること
を認めるものとし、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該
児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援
助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護について
責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。

３ 障害を有する児童の特別な必要を認めて、２の規定に従って与えられる
援助は、父母又は当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な
限り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社
会への統合及び個人の発達（文化的及び精神的な発達を含む。）を達成す
ることに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリ
テーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を
実質的に利用し及び享受することができるように行われるものとする。

国連・子どもの権利条約
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第７条 障害のある児童
１ 締約国は、障害のある児童が他の児童との
平等を基礎として全ての人権及び基本的自由
を完全に享有することを確保するための全て
の必要な措置をとる。 

２ 障害のある児童に関する全ての措置をとる
に当たっては、児童の最善の利益が主として
考慮されるものとする。 

国連・障害者権利条約
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第１条
この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神に
のっとり・・こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等
を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとと
もに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施
策を総合的に推進することを目的とする。

第３条
全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権
が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないよう
にすること。

国内・こども基本法
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第３条（つづき）
全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自
己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び
多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その
最善の利益が優先して考慮されること。

こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その
他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者
に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに・・こ
どもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。

国内・こども基本法
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第９条
政府は、こども施策を総合的に推進するため、「こども大綱」
を定めなければならない。

第１０条
都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県における
「都道府県こども計画」を定めるよう努めるものとする。

第１１条
国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評
価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又は
こどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために
必要な措置を講ずるものとする。

国内・こども基本法
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第１条
全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切
に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護
されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立
が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

第２条
１ 略
２ 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成すること
について第一義的責任を負う。

３ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心
身ともに健やかに育成する責任を負う。

国内・児童福祉法

平成２８年改正で「保護」「養護」ではなく「養育」に！
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第４条 定義
１ 略
２ この法律で、障害児とは、身体に障害のある児
童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童
（発達障害者支援法（平成十六年法律第百六十七
号）第二条第二項に規定する発達障害児を含む。）
又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の
疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十
三号）第四条第一項の政令で定めるものによる障害
の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児
童をいう。

国内・児童福祉法
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第６条の２の２ 定義
１ 略
２ この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センター
その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な
動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省
令で定める便宜を供与することをいう。

３ 略
４ この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法（昭和二十二年法
律第二十六号）第一条に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学
している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター
その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必
要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

５ この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を
営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設
を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のた
めの専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。

国内・児童福祉法
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第１７条 療育
１ 国及び地方公共団体は、障害者である子ど
もが可能な限りその身近な場所において療育
その他これに関連する支援を受けられるよう
必要な施策を講じなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、
開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を
有する職員の育成その他の環境の整備を促進
しなければならない。

国内・障害者基本法
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第２３条 相談等
１ 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮し
つつ、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、
成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施
策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしな
ければならない。

２ 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係
者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにす
るため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制の
整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が
互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行う
ものとする。

国内・障害者基本法
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第３条 国及び地方公共団体の責務
１ 略
２ 国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症
状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切
に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達
支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域に
おける生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支
援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。

３ 略
４ 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じ
るに当たっては、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する
業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保する（略）

国内・発達障害者支援法
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第６条 早期の発達支援
１ 市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発
達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助
言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。

２ 以下略

第７条 保育
市町村は、保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児童と
共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。

第９条 放課後児童健全育成事業の利用
市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確
保を図るため、適切な配慮をするものとする。

国内・発達障害者支援法
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子どもの成長ステージ
に応じた支援体制と
連携のポイント
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児童期における連携の特徴

1. 障害のある子どもや発達が気になる子ども（
以下、この資料では障害児とします）の支援
では、専門職・専門機関における連携が不可
欠となります

2. こうした連携は障害児に特有のものであるこ
とから、実効性のある連携を構築するために
は相応の手間と工夫、時間が必要です

3. また、子どもの成長ステージに応じて連携す
べき専門職・専門機関が変化する点にも留意
する必要があります
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乳幼児期における連携体制

乳幼児健診

医療機関

児童発達支援

等の療育機関

幼稚園

保育所

保育所等訪問支援

20

療育相談・障害児相談・教育支援センターなど

医療相談室・母子保健担当

つなぎ つなぎ

母子保健 児童福祉・障害福祉 児童福祉・学校教育

保健師 心理師

医師・歯科医師など

保育士 心理師

ＰＴ／ＯＴ／ＳＴなど

保育士 幼稚園教諭

加配員・訪問支援員など

並行通園
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乳幼児期における支援のポイント

1. 医療機関や乳幼児健診で発達支援の必要性が
スクリーニングされた際の療育相談・療育機
関へのつなぎをどのように確保するか

2. 保護者が子どもの障害や発達の遅れを受け止
め、必要な支援につながるまでのサポートを
どのように確保するか

3. 療育相談から児童発達支援などの療育機関や
幼稚園・保育所などへのつなぎをどのように
確保するか
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乳幼児期における支援のポイント

4. 療育機関から幼稚園・保育所などへ移行する
（並行通園する）際のつなぎをどのように確
保するか

5. 幼稚園・保育所に在籍する障害児への個別支
援や環境調整などを行う仕組み（保育所等訪
問支援の整備）どのように確保するか

6. 幼稚園・保育所における障害児支援の受入れ
スキル向上や、園からの依頼に応じて機関支
援する仕組みをどのように確保するか
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小中学校期における連携体制

幼稚園

保育所

小学校

特支小学部

放課後等デイ

学童保育
保育所等訪問支援

中学校

特支中学部

放課後等デイ

23

療育相談・障害児相談・基幹（委託）相談支援

教育支援センター・特支地域支援担当

つなぎ つなぎ

児童福祉・学校教育 学校教育・児童福祉・障害福祉

保育士 幼稚園教諭

教育指導主事など

支援級担任 放デイ職員

訪問支援員・ＳＳＷなど ＳＳＷ・進路担当など

支援級担任 放デイ職員
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小中学校期における支援のポイント

1. 療育機関や幼稚園・保育所から地域の小学校
や特別支援学校小学部・療育機関へのつなぎ
をどのように確保するか

2. 特に、小学校への進学ルートは多岐にわたる
ため、未就学期の在籍に関わらず適切なつな
ぎ確保することが重要

3. 学齢期の障害児が多く利用する放課後等デイ
サービス（相談支援事業）との連携をどのよ
うに確保するか
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小学校入学への主なルート

25

地域小学校の通常級

地域小学校の支援級

特別支援学校小学部

公立幼稚園

私立幼稚園

公立保育所

私立保育所

児童発達支援

在 宅

左から右へ、
あらゆる組合
せがあること
に留意
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小中学校期における支援のポイント

4. 小中学校在籍中のＳＳＷや学校心理士などと
の連携の場をどのように確保するか

5. 小学校から中学校（通常級・支援級）や特別
支援学校中学部へ移行する際のつなぎをどの
ように確保するか

6. 中学校から高校（公立高・私立高）や特別支
援学校高等部への進学、あるいは中卒後に福
祉サービスを利用するなどの「卒業進路」を
どのように支援するか

26©又村あおい 許可なき
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児童発達支援

放課後等デイの役割とは

27©又村あおい 許可なき
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第６条の２の２ 定義
１ 略
２ この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センター
その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な
動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省
令で定める便宜を供与することをいう。

３ 略
４ この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法（昭和二十二年法
律第二十六号）第一条に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学
している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター
その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必
要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

５ この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を
営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設
を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のた
めの専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。

国内・児童福祉法
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児童発達支援（訪問型児発）

1. 障害のある、発達が気になる未就学児が通所し
て生活スキルや社会スキルの獲得を支援するた
めのグループ支援、個別支援を提供するサービ
ス（例外的に中学卒業後の通所もあり）

2. 福祉施設としての建物基準や人員配置を満たす
児童発達支援センターと、施設は借家などでも
ＯＫな児童発達支援事業の２つに分かれる

3. 重症心身障害には特別単価などを設定

4. 通園が困難な児を対象に居宅訪問型児童発達支
援もあり（平成３０年４月から新設）

©又村あおい 許可なき
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居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設

・在宅の障害児の発達支援の機会の確保
・訪問支援から通所支援への社会生活の移行を推進

訪問教育

訪問診療・訪問看護

居宅訪問型保育

居宅訪問型
児童発達支援（新設）

居宅

児童発達支援センター 等  ○ 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、
児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外
出することが著しく困難な障害児

対象者

○ 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的

な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施

【具体的な支援内容の例】

・手先の感覚と脳の認識のずれを埋めるための活動

・絵カードや写真を利用した言葉の理解のための活動

支援内容

○ 障害児支援については、一般的には複数の児童が集まる通所による支援が成長にとって望ましいと考えられるため、

これまで通所支援の充実を図ってきたが、現状では、重度の障害等のために外出が著しく困難な障害児に発達支援を

受ける機会が提供されていない。

○ このため、重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困

難な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行うサービスを新たに創設する（「居

宅訪問型児童発達支援」）。
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放課後等デイサービス

1. 障害のある学齢児の放課後や長期休暇中に発達支援
や生活スキル獲得を中心とする支援を提供

2. 利用対象となるのは小学校・中学校・高校（特別支
援学校の小学部・中等部・高等部）に在籍している
障害児

3. 子どもの居場所確保や余暇支援などもねらいとして
いるが、基本的には予定的、計画的に利用すること
が前提となる（保護者就労支援において、日中一時
支援との役割分担が課題となっている）

4. 令和６年４月から時間制単価や重度障害、家族支援
加算などが実施されている

©又村あおい 許可なき
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児童発達支援
放課後等デイサービス

ガイドライン
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 放デイガイドラインの趣旨（１）

1. 放課後等デイサービスは新たな支援であり、利用
する子どもや保護者のニーズや提供される支援の
内容は多種多様で支援の質の観点からも大きな開
きがあるとの指摘がなされている状況

2. 平成２６年７月公表の「今後の障害児支援の在り
方について」において、「支援の一定の質を担保
するための全国共通の枠組みが必要」「特に放課
後等デイサービスについては、早期のガイドライ
ンの策定が望まれる」と提言

3. 一律に放課後等デイのあり方を枠にはめる趣旨で
はない（支援の多様性自体は否定せず）
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放デイガイドラインの趣旨（２）

4. ただし、支援の多様性は前提としつつ、学齢の
障害児に対する健全育成という共通の理念に基
づいて取り組むべき質の向上を図るべき

5. ガイドラインに基づく質の向上に関する取組み
は各事業所において実施すべきもの（機械的な
運用はＮＧ）

6. ガイドラインのほか、事業所が自己評価するシ
ートや保護者からの評価を整理するシートがあ
り、評価の実施と公表が重要

7. 児発、放デイとも、令和６年４月に見直し
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令和６年度からの
制度改正と

ガイドライン見直し
は別添のとおり
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障害児支援の新たな指針

トライアングル・プロジェクト
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 トライアングル・プロジェクトとは

1. ２０１８年３月に文部科学省と厚生労働省の合同
事務局で取りまとめられたもの

2. 支援を要する子どもと保護者が、乳幼児期から学
齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目なく支
援が受けられることを目指すもの

3. 家庭と教育と福祉のより一層の連携を推進するた
め、学校と児発・放デイ事業所等との相互理解の
促進や、保護者も含めた情報共有を目指すもの

4. 行政分野を超えた切れ目ない連携が不可欠である
ため、都道府県・市町村の教育委員会や福祉部局
が取組みを主導するもの
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 トライアングルＰＪの根拠法令等

1. ２０１８年８月２７日付け「３０文科初第７５６
号」通知は非常に重要

2. この通知は、同日に公布・施行された学校教育法
施行規則の改正を周知、解説するもの

3. 特別支援学校だけでなく、小中学校の支援級、高
校の通級に在籍する子どもに対して個別の教育支
援計画（ＩＥＰ）を作成すること

4. ＩＥＰの作成に際しては、子ども本人や保護者の
意向を踏まえつつ、関係機関等と支援に必要な情
報の共有に努めること

46

子どもを中心に学校と関係機関が連携するイメージ
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ところで卒業したらどうなる？

1. 結論からいうと、学校卒業後は「放課後」
の概念がないので、放デイもない

2. 成人期の日中活動は大きく「大学や専門学
校」「就職（企業などでの就労）」「福祉
的な就労」「デイケア的なサービス」に分
かれますが、いずれも夕刻以降の預かり的
なサービスは非常に少ない現状

3. 学校卒業後の夕刻対策は学齢期から必須
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キモは相談支援
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相談支援の必要性・重要性

1. 現在の仕組みではさまざまな障害（児）福祉
サービスを組み合わせて使う可能性があるの
で、障害児に適した支援のマッチングやコー
ディネートが必要

2. 支給決定プロセスが見直され、サービス等利
用計画（障害児支援利用計画）を支給決定前
に作成。利用計画の対象者を「個別給付利用
者の全員」へ拡大（平成２７年４月から）

3. その中心となるのが相談支援事業
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市町村は、相談支援事業者（相談支援専門員が配置さ
れた事業者）が作成するサービス等利用計画画案を勘
案して支給決定を行う。障害児についても、児童福祉
法で規定する障害児支援利用計画案（障害者のサービ
ス等利用計画に相当するもの）を作成する

支給決定プロセスについて
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支給決定前に作成するのが重要
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相談支援の必要性・重要性

4. なぜ、サービス等利用計画（障害児支援利用
計画）は市町村の支給決定「前」に案を作成
するのか【ここに相談支援の重要性がある】

5. 支給決定の前にサービス等利用計画案を作成
するということは、障害児本人や家族との信
頼関係を構築した上で、年齢に応じた現在の
困り感や将来希望する暮らしぶりを一緒に考
える、ということ

6. サービス等利用計画とは、ライフプラン
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これからの障害児

支援の方向性
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これから求められることは

1. 放課後等デイに限らず、必要な人へ必要な
支援は届けていかなければならない

2. 一方で、たとえば放デイがあるから使う、
他の選択肢は考慮しない・・という発想か
らは転換することも重要

3. 国連「子どもの権利条約」では、子どもの
最善の利益と家庭養育を求めている

4. その意味で、保育所等訪問や訪問型児童発
達のような訪問型支援の充実は不可欠
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これから求められることは

5. さらに、たとえば「ヘルパーと外出する」
という支援にプラスして「家族と一緒にス
トレスなく外出できる」ようになるための
支援も重要となる

6. そのためには、支援者側、行政側、利用者
（保護者側）のすべてが「新しい障害児支
援のあり方」を考えていく必要がある

7. 支援者は、その専門性を子どもだけでなく
家族にも還元するという意識を
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これから求められることは

8. 行政には、従来の支給決定基準にとらわれ
ない、子どもと家族が良い関係で地域生活
できるような支給決定（運用の柔軟化）と
真に必要な子どもへの十分な支援を

9. 利用者には、「事業所にお任せ」ではなく
「我が家で使えるノウハウを共有」という
意識の転換を

57

すべてのキーを握るのが相談支援です
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変わるもの、変わらないもの

変わらない支援
子どもに寄り添った支援、地域生活の推進など

変わる制度
措置 → 支援費 → 自立支援法

→ 総合支援法（児童福祉法）
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全国手をつなぐ育成会連合会
２０２０年４月から、一般社団法人として生まれ変わりました。

http://zen-iku.jp/

または、「全国手をつなぐ育成会連合会」
で検索していただくとたいがいはトップで
表示されます。

ご参考まで・・（その１）

ＱＲコードはこちら！
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お待たせしました！ついに最新版発刊！！
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育成会の会員向けの福利厚生として展開する保険事業「おたす

けプラン」シリーズは「所得補償保険」「がん保険」「傷害総

合保険」「介護」の４種類で、いずれも障害のある人にもご加

入いただけるよう、運用を工夫しています（障害以外の理由で

加入できない場合はあります）。加入対象は、育成会の会員

〔障害のある人、障害のある人の家族（親、きょうだい）、障

害福祉サービス事業所の職員、全国手をつなぐ育成会連合会の

賛助会員〕の皆さまです。
（お問合せ）
電 話：０３－５３５８－９２７４（平日１０時から１６時）
メール：ｉｎｆｏ＠ｚｅｎ－ｉｋｕ．ｊｐ（２４時間受付）

「おたすけプラン」シリーズ大好評です！

ご参考まで・・（その３）
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知的障害者を支える方向け
「暮らしのおたすけプラン」

知的障害者本人
の安心・安全・健康をサポート

がん保険 日ごろの備え
個人賠償+傷害+特定感染症

手をつなぐおたすけプラン

（１）がんのおたすけプラン：日本人の２人に１人は患う「がん」に特化した保険

⇒ 告知事項をシンプルにしたことで、知的障害のある本人が加入しやすく

（２）おたすけプラン・日ごろの備え：個人賠償責任保険+傷害総合保険+特定感染症補償

⇒ 日常生活での賠償トラブルを補償し、自転車の自賠責も兼ねる。手ごろな価格でご加入可

能（年齢による保険料変動がなく、告知不要）

（３）暮らしのおたすけプラン：所得補償に特化した保険

⇒ 病気やけがで長期休業（退職）になった場合に、給与の６０％程度を補償（精神疾患による

休職も２年間補償）

所得補償保険
＋葬祭費用等補償特約

団体契約により保険料１０％割引！

おたすけプランシリーズの概要
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